
九州大学学術情報リポジトリ
Kyushu University Institutional Repository

藤原斉信の人間像 : 『小右記』を中心に

福井, 迪子
筑紫女学園大学教授

https://doi.org/10.15017/11929

出版情報：語文研究. 66/67, pp.19-32, 1989-06-10. 九州大学国語国文学会
バージョン：
権利関係：



藤

原

斉

信

の

人

間

像

『小
右
記
』
を
中
心
に

(
1
)

か

つ
て
拙

稿

「藤

原
斉
信
考
ー
文
芸
面

か
ら
「
」

に
お
い

て
、

そ
の
公
卿
詩

人

と
し

て
の
、

ま
た
詠
歌

の
実
態
等

に

つ
い
て
現
存
資
料

か
ら
見
、

そ
の
生

涯

に
お
け
る
政
治
生
活

に
密
着

し
た
文
芸
的
活
動

に

つ
い
て
の
あ

ら
ま
し
を
述

べ

た
。

し
か
し
興
味
を
感

じ
な

が
ら
も

そ
の
人
と
な

り
に

つ
い
て
は
敢

え
て
触

れ

る
こ
と
は
せ
ず

『小
右
記
』

な
ど
に
み
え
る
実
資

の
目
か
ら

は

「奇
」
と
も

う

つ
る
彼

へ
の
批
判

の
う
ち

二
、

三
を
年
表

に
記
す

に
と
ど
め

た
。

小
稿

で
は
斉
信

の
性
格
を
反
映
す

る
資
料
を
主
と
し

て

『
小
右
記
』
に
求
め
、

道
長

に
対
す

る
追
従
、
名
誉
欲
、

そ
れ

に
無
縁

で
な

い
娘

の
結
婚
、
ま
た
同
僚

間

の
確
執
、
し
ば
し
ば
笑

い
も

の
に
な

っ
て
い
る
中
年
以
後

に
目
立

つ
非
礼

や

実
資

の
批
判

等

に

つ
い

て
、

断
片
的

な

が
ら
垣
間
見

る

こ
と

を
目
的

と
す

る

が
、

は
じ
め

に
若
き

日
の
貴
公
子
と
し

て
の

一
般
的
評
価
と
成
長
過
程
を
兄
誠

信
と

の
比
較

に
於

て
ふ
れ
た

い
。

[

藤
原
斉
信
=
太
政
大
臣
為
光

(恒
徳
公
)
二
男
。
母
左
少
将
敦
敏
女
1

の
、

当
代
貴
公
子
と
し

て
世
評
高
く
、
魅
力
的
存
在

で
あ

っ
た

こ
と
は
、
清
少
納
言

福

井

迫

子

が

『枕
草

子
』

の
い
く

つ
か

の
章
段

に
い
か
に
も
楽

し
げ
に
書

き
と
ど
あ

て
い

る
通
り
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち

二
、
三
拾

っ
て
み
れ
ば
、
「頭

の
中
将

の
す

ず
う

な

る

そ
ら
言

を
」

の
段
、

主
殿
司

の
持

っ
て
来

た
頭
中
将
斉

信
か

ら

の
文

は

(
2
〉

「青
き
薄
様

に
、

い
と
き

よ
げ
」

に
書

い
た

「蘭
省
花
時
錦
帳
下
。
末

は
い
か

に
い
か

に
」

と
の
文
面

で
あ

っ
た
。
返
事

に
窮

し
た
清
少
納
言

が
、
例

の

『
公

任
集
』
の

「
草

の
庵
を
誰
か

た
つ

ね
む
」
を
借
用

し
て
応

え
、
「
い
み
じ
き
盗
人
」

た

ら
し
あ

た
話

で
、
如
何

に
も
文

芸
的
素
養

の
に
じ
む
遊

び

の

一
こ
ま

で
あ

る
。
ま

た
続
く

「
か

へ
る
年

の
二
月
廿
余

日
」

の
段

に
は
斉
信

の
優
美
な
姿
を

記
す
。
桜
が

さ
ね

の

「
い
み
じ
う

は
な
ば
な
と
し

た
」
直
衣

に
身
を

つ
つ
ん
だ

斉
信
が
、
狭
き
縁

に
片
脚
掛
け

て
坐
し
た

そ
の
姿

は

「
ま

こ
と

に
絵

に
描
き
、

物
語

の
め

で
た
き

こ
と

に
い
ひ
た
る
、

こ
れ

に
こ
そ
は
と
そ
見
え
た
る
」
様

で

あ

っ
た
し
、
さ
ら

に
朗
詠

の
す
ば
ら
し
さ
は

「
故
殿

の
御
た
め

に
」

の
段
、
九

月
十
日
職

の
御
曹
司

に
て
供
養
果

て
て
、

い
み
じ
う
め

で
た
く
打
出
し
た

「
月

(4
)

秋
と
期
し

て
身

い
つ
く

に
か
去
る
」

の
感
動
。

「故
殿

の
御

服

の
こ
ろ
」

の

一

節
、
七
月
七

日
に
参
上
し
た
斉
信

に
対
す
る
下
心
あ

っ
て
の
、
清
女

の
だ
し
ぬ

け

の

「
明

日
は
い
か
な
る

こ
と
を
か
」

の
質
問

に
、
去
る
三
月

つ
ご
も
り

の
こ

(5
)

と
を
物
忘
れ
す
る

こ
と
な
く
、
何

の
た
め
ら
い
も
な
く

「
『
人
間

の
四
月
』
を

こ

一19「



そ
は
」
と
答

の
返

っ
た

こ
と

へ
の
興
味

深

さ
等

々
。

ま
た
清
女

の
み
な
ら
ず

『
紫
式
部

日
記
』
寛
弘
六
年

九
月
十

一
日

の
条

に
、
御
堂

で
の
佛
事

の
後
、
舟

遊
び

の
若
公
達
に
交

る
大
蔵

卿
正
光

を
見

て

「舟

の
う
ち

に
や
老
を
ば
か

こ

つ

ら
む
」
と
眩

い
た
紫
女

の
言
葉
を
耳
聰
く
聞
き

つ
け
、
『
白
氏
文
集
』
「
海
漫
漫
」

に
よ

っ
た
も

の
と
悟

っ
て
、
続
く

一
句

を
直

ぐ
さ
ま
調
じ
た
そ
の
さ
ま
を

「大

夫
、
『
徐
福
文
成
謳
誕
多

し
』
と
う
ち
調
じ
た
ま
ふ
声
も
、
さ
ま
も
、
こ
よ
な
う

い
ま
め
か
し
く
見
ゆ
」
と
記
し
と
ど
め
た

こ
と
も
見
逃
せ
な
い
し
、

三
宮
敦
良

親
王

の
五
十
日
儀

の
寛
弘
七
年
正
月
十

五
日
条

の

『御
堂

関
白

記
』
裏
書

に
は

「
…
数
巡
後
召
楽
所
者
、
殿
上
地

下
同
音
数
曲
後
給

禄
、
上
達
部
大

掛
、
大
臣

加
織
物
掛
自
余

一
重
、
此
間
中
宮

大
夫
味
新

豊
酒
色
、
合
衆
人
声
」

と
も
記
さ

れ

て
、

い
か

に
も
巧
み
な
朗
詠
者

で
あ

っ
た
様
子
を
窺
わ
せ
る

の
で
あ
る
.

品

の
良

い
振
舞
、
容
姿

の
美
し
さ
、
豊
か
な
漢
詩

文
的
教
養

、
心

を
打

つ
朗

詠
、
機
知
な
ど
な
ど
、
今
め
か
し
く
、
人

の
心
を
魅
す
る
も

の
が
あ

っ
た
の

で

あ

ろ
う
。

そ
れ
は
若
き

日
の
斉
信
を
目

の
あ
た
り

に
し
た
者

の
評
価

と
し

て
、

ひ
と

り
清
女

の
主
観

に
と
ど
ま
ら
ず
客
観
性
が
肯
ん
ぜ
ら
れ
る

の
で
あ
る
。

こ
う

し
た
教
養

の
あ

る
貴
公
子
た
り
え
た
斉
信

で
あ

っ
た
が
、
幼

き
日
ど

の

よ
う
な
教
育
を
受
け
、
ど

の
よ
う

に
し

て
漢
詩
文

の
力
を
培

っ
た

の
か
は
明
ら

か
で
は
な
い
。
し
か
し
兄
誠
信

の
幼
少
時

に

つ
い
て
は
か
な
り
資
料

が
み
ら
れ

る
σ
で
、
誠
信

の
資
料

に
よ
り
比
較

に
於

て
考
察
し

て
み
た

い
と
思

逸

7
)

昨
夏

「
藤
原
為
光
考
i

そ
の
生
涯
と
為
光
、
誠
信
父
子
周
辺

の
文

人
1

」
と

題
し
、
小
稿
を
草
し
た

の
で
重
複

の
き
ら

い
を
ま
ぬ
が
れ
な

い
が
、

必
要

最
少

限

に
と

ど
め

て
簡
潔

に
記
し

て
み
た

い
。

先
ず
為
光
家

の
家
人

で
あ

っ
た
と
み
ら
れ
る
源
為
憲
が
七
歳

の
誠
信

の
知
的

な
現
状

に
合
わ
せ

て
編

み
贈

っ
た

『
口
遊
』

の
序
文

に
は
、
誠
信

に

つ
い
て
次

の
よ
う
な
見
解
が
記
さ
れ

て
お
り
、

霧
以
左
親
衛
相
公
殿
下
第

一
小
郎

勤
暇

年
初

七
歳

。
天
性
聰
敏
。
毎

至
耳
聴

目
視
、
莫
不
習
性
銘
心
。
及
今
年
秋
、
以
門
下
書

生
為
師
、

読
李
嬌

百
廿

詠

　
。
学
而
不
厭
、
門
人
皆
以
為
能
螢
岐
疑
之
性
焉
。

幼
く
し

て
秀

で
た
さ
ま
を
見
せ

て
い
た
と

い
う
。
ま
た
十
歳
前
後

の
頃

の
こ
と

で
あ

ろ
う
か
、
詞
書

に
諸
本
異
文
が
多
く
決
定
的
な

こ
と
は
言
え
な

い
も

の
の

『
順
集
』

(書
陵
部
蔵

「
三
十
六
人
集
」
五

一
○

・

一
二
)
九
四
番

に
よ
れ
ば

宰
相
中
将

ふ
ち

は
ら

の
朝
臣
太
郎
松
を
君
、
後
漢
書
光
武
記
よ
み
を

へ
た
る

ひ
、

わ
た
り

が
ゆ

の
饗

ま
う
け

て
詩

つ
く
り
な
ど

し
け

る
ま
た

の
あ

し
た

に
、

い
は
ひ
の
心

の
歌
人
く

よ

み
し

に

と
も
あ

っ
て
、
順

や
為
憲
、
ま
た

そ
の
門
下

の
学
生
ら

の
学
問
的
指
導
を
受
け

た
関
係

の
程

が
し

の
ば
れ

る
の
で
あ

る
。

こ
の
よ
う

に
順

の

一
統
が
為
光
家
と

深

い
か
か
わ
り
を
も
ち
、
子
息
誠
信

の
教
育

に
携
わ
り
、
誠
信
が
そ

の
学
問
的

影
響
を
少

な
か
ら
ず
受

け
た
こ
と
が
明
確

で
あ

る
に
対
し
、
三
歳
年
少

の
斉
信

に

つ
い
て
は
そ
の
類

の
資
料

が
全
く
見
当
ら
な

い
。
し
か
し
恐
ら
く
は
兄
誠
信

の
後

に
従

っ
て
、
幼

い
弟

と
し

て
の
影
う
す

い
存
在
な
が
ら
、
同
座
し
学
ぶ
機

会

を
持

ち
得

た
の
で
は
な
か

っ
た
ろ
う
か
と
想
像
す

る
ψ
略
あ
る
。
『
順
集
』
に

は
他

に
も
為
光

や
誠
信

と
順

・
為
憲

・
惟
成
ら
と

の
交
友

の
程
を
示
す
資
料
も

見
え
る
し
、
又
、
順
が
天
元
三
年
正
月
、
七
○
歳

で
能
登
守

に
任
じ
た
時

に
も
、

一
条
大
納

言
家

の
人

々
の
饒

(和
歌
)
と

は
別

に
、
花

の
下

に
席
を
設
け

て
の

誠
信

の
主
催

に
な

る
惜
別

の
詩
宴
を
催
し

て
い
る
こ
と
も
、
同
席
し
た
慶
滋
保

胤

・
菅

原
輔

昭
の
現
存
詩
文

に
よ

っ
て
知
ら
れ

る
の
で
あ

る
。

こ
の
時
誠
信
は

左
衛
門
督

に
任

じ
た
ば

か
り
の
十
七
歳

で
あ

っ
た
が
、
誠
信

の
作
は
残

っ
て
い

な
い
。
弟

の
斉
信

は
翌
天

元
四
年
正
月
七

日
に
従
五
位
下

(公
卿
補
任
)

に
任

じ

て
い
る
か
ら
、

こ
の
時

は
ま
だ
元
服
前

で
あ

っ
た
か
と
思
わ
れ
る
が

(十
四

歳
)
、
同
席

で
き

た
か
ど
う
か
、
不
明
と

い
わ
ざ

る
を
得
な

い
の
で
あ
る
。
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兄
誠
信
は
右

の
よ
う
な
資
料

の
示

す
と

こ
ろ
順
門
下

の
学
問

を
学

び
、
幼

く

か
ら
聰
敏

さ
を
あ
ら
わ
し
、
政
治
面

は
も
と
よ
り
漢
才
面

に
於

て
も
将
来

が
属

望

さ
れ

た
で
あ

ろ
う

に
、
期
待

に
反
し

て
詩
文
も
全
く
現
存
し

て
は

い
な

い
。

誠
信

の
没

し
た
長
保

三
年
以
前

か
ら
斉
信

は
す

で
に
か
な

り
な
詩
作
活
動

に

入

っ
て
い
た
か
ら
、
兄
誠
信

の
場
合
は
資
料

の
散
侠
と

い
う

こ
と
も
考

え
ら
れ

な
く
は
な

い
が
、
そ
れ
よ
り
は
む
し
ろ
属
望

に
応
え
る
だ
け

の
文

人
と
し

て
の

成
果

が
得

ら
れ
な
か

っ
た

こ
と
を
示

し

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

兄
に
ひ
き
か
え
斉
信

は
決

し
て
多

い
と

は
言

え
な

い
ま
で
も
本
朝
麗
藻

・
類

聚
句
題
抄

・
本
朝
文
粋

・
新
撰
朗
詠
集

そ
の
他

に
作
品
を
残
し
、
道
長

に
近
侍

(12
)

し

て
属
文

の
卿
相
と
し

て
活
躍
し
た

こ
と

は
前
稿

に
も
述

べ
た
通
り

で
あ
る
。

思
う

に
兄
誠
信

の
幼
時
が
示
す

に
類
し

て
斉
信
も
お
そ
ら
く
良
き
素
質
を
受

け

て
出
生
し
た

の
で
あ
ろ
う
。
彼
等

の
伯

父

に
は
文
芸
面

に
は
極

あ

て
早
く
か
ら

(13
)

そ

の
才
を

発
揮

し
た
少
将
高

光

の
い
る

こ
と

も
思

い
併

せ
ら
れ

る
。

そ
し

て

(
14
)

『
江
談
抄
』

の
語
る
如

く
、
公
任

や
伊
周

の
優

れ
た
文
才

を
庶
幾

し
て
努

め
る

と

い
う
積
極
的
な
努
力
が
あ

っ
た
も

の
で
あ

ろ
う
と
考

え
る
の
で
あ

る
。

次

に
官
位

面

で
見

れ
ば
、
誠
信

の
参
議

へ
の
進

み
方

は
次

の
よ
う

で
あ

っ

た
。
す
な
わ
ち
花
山
朝
終
焉

に
お
け
る
完
全
な
る
兼
家
政
権

へ
の
敗
北
か
ら
、

右
大
臣

に
は
昇

っ
て
い
た
が

日
々
追

い

つ
め
ら
れ

て
惨
め
さ

の
嵩
じ
る
現
実

に

耐
え
か
ね
た
父
為
光
が
、
屈
辱

の
余
り
自
分
は
大
臣
を
辞
し

て
も
長
子
誠
信

だ

け
は
、
と
思

い

つ
め

て
の
、
次

の
如
き
懇
請

に
及
び
、

右
府
頻
以
右
中
将
誠
信

可
被

任
参
議
之
由
、
垂
涙
被
申
云
,。
無
許
容
欺
。
昨

日
又
同
。
或
説
言
去

丞
相
職

可
任

参
議
之
由
、
懇
切
申
云
,。

(小
右
記

永
延

二
年

(蟷
)
正
月
廿
九

日
条
)

そ
し

て
遂

に
重

ね
て
の
懇
願

に
よ
り
二
月
廿
七

日
の
除
目

に
お
い
て
誠
信

(右

近
中
特
蔵
人
頭

・
東
宮
権
亮
、

二
十
五
歳
)

は
参
議

に
進

ん
だ

の
で
あ

っ
た
。

左

は
実
資

の
そ
の
時

の
批
判

で
あ

る
。

二
月

二
十
八

日

昨

日
直
物
次
有
除
目

参
議
誠
信

(頭
労
欺
。
兼
春
宮
亮
云
.
。
菅
丞
相
例

云
.。

二
代

頭
労

四
介
年
、

右
中
将
労
三
年
、
余

三
代
頭
労
八
年
、
左
中
将
労
六
介
年
、
当
時
位
上
腰
也
。

而
越
任

参
議

似
無
道

理
。
右
大
臣
去
廿

五
日
寅
時
許
、
参
摂
政
第
懇
切
被
愁

申
、
若
無
許
容
不

可
罷
出
者
、
侃
有
許
諾
者
、
即
拝
舞
云
.
、
朝
議
已
軽
、
天

下
以
目
、
又
右
府
為
余
多
動
識
舌
云
.
、
人

々
来
告
、
不
能
逞
記
)

(小
右
記

但
し

(

)
内
は
原
文
割
注
)

実
資
が
悲
憤
慷
慨
す
る
如
く
、
上
騰
実
資
を
越
え

て
の
不
道

理
な
昇
進

で
あ

っ

た
。
十

一
歳

で
天
延
二
年

(479
)
十

一
月

十
八
日
従

五
位
下

(
一
品
資

子
内
親

(15
)

王
朔

旦
給
)

に
叙

し

て
以
来
、

父
の
譲

り
に
よ
る
昇
進
を

三
度
も
重

ね
て
い
る

が
此
度

も
父
の
懇
願

に
よ
る
昇
進

で
あ

っ
た
。

こ
れ

に
ひ
き
か

え
斉
信

は
、

そ

れ
よ
り
八
年
後
三
十
歳

に
し

て
参
議

に
進

ん
だ
。
そ
れ

は
す

で
に
父
為
光
莞
じ

て
四
年
後

の
こ
と

で
、
伊
周

・
隆
家

の
花
山
院
奉
射
事
件

に
よ
る
配
流

の
決
定

を

み
た
長
徳

二
年

四
月

二
十

四
日

の
こ
と

で
あ

っ
た
が
不
当
な

昇
進

で
は
な

か

っ
た
。
そ
し

て
五
年
後

の
長
保
三
年
八
月
、
権
中
納
言

を
任
ず
る

に
際

し

て
、

懐

平

・
輔

平

・
誠

信
を
超

え

て
任
ぜ

ら
れ
、
誠
信

は
弟

に
超
さ

れ
た

の
で
あ

る
。
そ

の
間

の
経
緯

は
歴
史

物
語
や
説
話
類

に
詳

し
く
語
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
多

言

を
要
す
ま
い
が

『大
鏡
』
は

「同

じ
宰
相

に
お
は
す
れ
ど
、
弟
殿

に
は
人
柄

・

世

お
ぼ
え

の
劣

り
給

へ
れ
ば
に
や
」

と
人
品

・
度
量

・
信
望

の
弟
斉
信

に
比

し

劣

っ
て
い
た
こ
と
を
あ
げ

て
理
由
づ
け
、
「
悪
心
」
を
起

し
て

「
斉
信

・
道
長

に

わ
れ
は
は
ま
れ

ぬ
る
ぞ
」
と
恨

み
死

ん
だ
と
伝
え

て
い
る
。
又

『
十
訓
抄
』

は

(16
)

漢
文
学
的
教
養

・
実
作
力
を
必
要
不
可
欠
の
学
問
と
し
て
重
視
す
る
立
場
か

ら
、
前
述
の
如
き
漢
詩
文
学
的
素
養
面
の
二
人
の
相
異
を
お
さ
え
て

斉
信
民
部
卿
宰
相
の
と
き
、
才
幹
す
ゝ
め
る
に
よ
り
て
兄
の
誠
信
の
君
を
越
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て
中
納
言

に
成
給
し

に
、
誠
信
我
身

の
う
き
を
忘

て
、
指
当
け
る
恨

に
た
え

ず

只
惜
し
と
思
給

へ
り
け
る

に
や
。
七
日
と

い
ふ

に
恨
死

に
死
給

へ
り
。
手

を

に
ぎ
り

て
失
給
け
る
が
、

こ
こ
ろ
や

つ
よ
か
り
け
ん
。
指

の
爪
皆
手

の
中

へ
通
り
け

る
と
そ
。
弟

に
ご
さ
る

ゝ
事
、
帝
王
臣
下
を
始
と
し

て
其
例
す
く

な
か
ら
ず
。
忽

に
か
く
し
も
有

べ
き
か
は
と
お

そ
ろ
し

(第
九
)

と
、
斉
信

の
中
納
言

へ
の
抜
擢
は
、
傍
点
部

の
よ
う

に
学
問

の
勝

っ
て
い
た
結

果
と

そ
の
評
価
を
端
的

に
表
し

て
お
り
、
自
ら

の
非
を
さ
と

る
こ
と
な
く
、
許

容
し
え
な
か

っ
た
誠
信

の
心
狭
さ
が
難
ぜ
ら
れ

て
い
る
。

『
大
鏡
』

に
云
う
道
長

の
こ
と
ば

「
か
の
左
衛
門
督

(骸
)

は
え
な
ら
れ
じ
。

又

そ
こ
に
さ
ら
れ
ば
、

こ
と
人

こ
そ
は
な

る
べ
か
な
れ
」

は
、
明
ら
か

に
将
来

性

を
見
込

ん

で
の
、
斉
信

を
欲

し

て
の
言

と
解
す

べ
く
、
政
権

の
充
実
期

に

あ

っ
て
道
長

は
自
ら

の
手
足
と
な

る
べ
き
好
材
を
選

ん
だ

の
で
あ
り
、

そ
の
眼

識

に
狂

い
は
無
か

っ
た
と
言

っ
て
過

言
で
な

い
。
斉
信
自
ら
も
兄

に
比
し
自
ら

の
器

の
大

い
さ
、
有
能

さ
を
十
分
自
負
し

て
い
た
も

の
と
思
わ
れ

る
。

こ
う
し
て
斉
信

は
後

に
漢

の
四
皓

に
準

え
ら
れ

る

一
条
朝

の
四
納
言

の

一
人

た
る
べ
き
活
躍

の
場
を
得

た
の
で
あ

る
。

二

 

し
ば
し
ば
批
判

の
対
象
と
な

っ
て
い
る
最
た

る
も

の
に
、
第
三
者
か
ら
見
れ

ば
異
常
な
執
心
と
も

み
え

る
道
長

へ
の
奉
仕

・
接
近
、

つ
ま
り
親
密
な
関
係
が

あ

る
。

『
続
本
朝
往
生
伝
』

の

「
一
条
天
皇
伝
」

に
お
け

る
、
有
能
な
多
く

の
人
材
を

得

た

一
条
朝

の
盛
時
を
讃

え
た
件

に

時
之
得
レ
人
也
於
レ
斯
為
レ
盛
。

親
王
則
後
中
書
王
。

上
宰
則
左
相
。

儀
同
三

司
。
九
卿
則
右
将
軍
実
資
。
右
金
吾
斉
信
。
左
金
吾
公
任
。
源
納
言
俊
賢
。

拾
遺
納
言
行
成
.
左
大
丞
扶
義
。

平
納
言
惟
仲
。
霜
台
相

公
有
国
等
之

輩
。

朝
抗
二
「
議
廊
廟

一。
夕
預
二=
参
風
月

一。

と
記
さ
れ
る
よ
う

に
、
周
知

の
如
く

一
条
期
は
、
政
治

に
預
る
者

の
、
正

に
朝

に
は
政
務

に
精
励
、
論
議
し
、
夕

に
は
風
月
を
愛

で
詩
歌
遊
宴

の
座

に
交
わ
る

と

い
う
、
政
治
と
漢
詩
文
芸
が
表
裏

一
体
化
し

て
、
切
り
離
し

て
考
え
る

こ
と

の
出
来
な

い
公
私

の
生
活

の
く
り

ひ
ろ
げ
ら
れ
た
時
代

で
あ

っ
た
。

斉
信

の
公
私

に
わ
た

る
詩
会

へ
の
参
加
は
行
成
と
共
ハ
に
最
も
熱
心
な
存
在

で

あ

っ
た
。

こ
れ
は

一
に
、
然
る

べ
く
培

っ
て
き
た
漢
詩
文
芸
的
教
養

.
文
芸

へ

の
志
向

の
然
ら
し
む
る
と

こ
ろ
で
あ
り
、
当
代

の
最
高
指
導
者
た
る
道
長

の
好

尚

に

一
致
し
た

こ
と
が
、
そ

の
出
世
欲
と
相
侯

っ
て
意
欲
的
活
動
と
な
り
得
た

も

の
と
考
え
る
。
殊

に
道
長
と
は
従
兄
弟

の
関
係

で
あ
り
、
少
な
か
ら
ず
信
頼

を
か
ち
得

て
い
る
存
在
と
し

て
の
自
負
、
近
親
感

の
強
か

っ
た

こ
と
も
勿
論

で

あ

る
が
、
単
な

る
追
従

や
栄
誉
心

の
み

で
の
勤
め

で
は
、
長
時
間

に
わ
た
る
、

屡

々
開
催

さ
れ
る
、
ま
た
実
作

の
評
価
歴
然
た

る
詩
作

に
堪
え

る
こ
と

は
困
難

な

こ
と

で
あ

っ
た
ろ
う
。
殊

に
少
人
数

で
開
か
れ
る
道
長
第

で
の
私
的
な
会
合

は
、
無
論
政
治
面
を
抜
き

に
し

て
は
存
在
し
得
な

い
も

の
な
が
ら
、
気
心

の
通

じ
合

っ
た
同
好

の
士
が
集
う

て
作
詩

の
佳
境

に
入
る
楽
し
み
を
共
有
す
る
場
と

し

て
の
意
味
が
強
か

っ
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
故

に
当
然

の
こ
と
な
が
ら

詩
作
は
し
ば
し
ば
長
時
間

に
及
ん
だ
。
そ
う
し
た
斉
信
ら

に
対
し

て
批
判
的
な

目
を
向
け
た

の
が
小
野
宮
実
資

で
あ

っ
た
。
実
資
は

い
わ
ゆ
る
属
文

の
卿
相

で

は
な
か

っ
た
。
し
た
が

っ
て
道
長
や
斉
信
ら
と
時
を
忘
れ

て
共

に
長
時
間
数
奇

に
没
頭
す
る
間
柄

で
は
な
か

っ
た

の
で
あ
る
。
剛
直

な
実
資

の
目
に
は
、
長
時

間

に
亘
り
道
長
第

に
入
り
浸
る
属
文

の
輩

は
甚
し

い
追

従

の
然
ら
し
む
る
と

こ

ろ
と
映

っ
た
の

も
又
当
然

で
あ
ろ
う
。

あ
る

い
は

「親

睨

の
卿
相
」

と
呼
び
、
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又
あ
る

い
は
次
の
如
く
、
世

に
云
う

「
洛
勤

の
上
達
部

」
と
呼

ば
れ

て
批
判

の

対
象
と
な

っ
た
。

寛
弘
二
年

(
5001

)
五
月
十

三
日
庚
申

に
道
長
第

で
は
騎
射

・
作
文
が
行

わ
れ

た
。
道
長

の
日
記
は
至
極
簡

潔

で

「有
庚
申
事
、
僧
同
之
、
作
文
、
殿
上
人

一

種
物
持
来
」

と
記
す

の
み
で
あ

る
が
、
実
質

は
資
平

の
語

る
と

こ
ろ
を
得

て

十
四
日
辛
酉
、
早
旦
資
平
自
左
府
来
云

(中
略
)
有
催
譲

遡

乎
獺
韓
麟
四

耳
、
請
僧
井
上
達
部
・殿
上
人
・諸
大
夫
饗
、
近
江
守
奉
仕
云
δ
・が

・
・
。
。

。
。
。
。
。

位
少
将

(頼
通
)
曹
局
、
不
知
案
内
、
作
文
事
等
未
畢
云
々
、
右
衛
門
督
以

下
恪
勤
上
達
部
視
候
云

々
、
以
七
八
人
上
達
部
世
号
恪
勤
上
達
部

、
朝
夕
致

左
府
之
勤
欺
。

と
記
し

て
い
る
。
右
衛
門
督

斉
信
を
筆
頭
と
す
る
道
長

に
近
侍

す
る
七

・
八
名

の
上
達
部

へ
手
厳
し

い
皮
肉
を
浴
び
せ

て
い
る
が
、

三
者
的

に
見
た
斉
信

ら
の

道
長

へ
の
忠
勤
ぶ
り
を
最
も
端
的

に
示
し
た
評

で
も
あ
ろ
う
。

又
同
時

に
容
赦

な

い
主
催
者

道
長

へ
の
批

判
も
忘

れ
る
こ
と
な
く
加

え
て
い
る
。

こ
れ

は
道
長

四
十
歳
、
斉
信
三
十
九
歳

の
時

の

こ
と
で
あ
る
が
道
長

の
私
的

な
詩
会

の
殆

ん

ど
常
連

で
あ

っ
た
斉
信

は
、
道
長

が
出
家
入
道

し
、
形

の
上

で
政
治
的
第

一
線

を
退

い
た
後
も
、
そ
の
詩
会

へ
の
参
加

は
変

る
こ
と

は
無
か

っ
た
。
因

み
に
寛

仁
三
年

(
㎜
)
九
月
十
八

日
道
長
家
繹
経

の
後

の
作
文
会

に

つ
い
て
み
る
と
、

例

に
よ

っ
て
道
長

の
日
記

は
簡
潔
な

が
ら
、
『
小
右
記
』

に
は
資
平

の
情
報

で

十
九

日
壬
申
、
宰
相
云
、
申
剋
許
入
道
殿
説
経
、
其
後
作
文
、
管
絃
、
参
入

卿
相
、
摂
政
、
太
閣
、
大
納
言
斉
信
、
俊
賢

、
公
任
、
中
納
言
教
通
、
頼
宗
、

纒
房
、
能
信
、
宰
相
道
方
、
朝
纏
、
資
平
。
子
剋
朝
纒

・
資
平
罷
出

、
因
不

堪
両
事
者
、

と
あ
り
、

四
納
言

の
三
人
が
や
は
り
顔
を
そ
ろ
え

て
い
る
。

夕
刻

か
ら
始

っ
た

作
文

・
管
絃

に
堪
え
ら
れ
ず
子
刻

に
至
り
資
平
等
は
退
出
し

て
来

た
と

い
う
。

非
属
文

の
者

に
と

っ
て
い
か

に
堪
え
難

い
も

の
で
あ
る
か
を
如
実

に
示

し
た

一

例

で
あ

る
。
実
作

に
堪
え
得

る
才
な
く
し

て
は
倒
底
生
涯

に
わ
た

っ
て
付
き
合

い
き
れ

る
も

の
で
は
な
か

っ
た
の
で
あ

る
。

も
う

一
つ
因

み
に
道
長
没
後

の
こ
と
な
が
ら
後

一
条
帝

の
作
文
会

に

つ
い
て

み
れ
ば
次

の
よ
う

で
あ
る
。

長
元
三
年

(030
)
九
月
十

二
日

(略
)

今
夜
於
清
涼
殿
有
密

宴
云
.
、
属
文
上
達
部
、
侍
臣

・
御
書
所
人

々
候
階
下

否
、

衝

黒
右
衛

門
督
口
来
、
右
衛
門
督
補
気
上
参
内
、
詩
人

召
人

云
.、
着
宿
装
束
、

同
十
三
日

(略
)
未
蒐
許
大
外
記
文
義
来

云
、
作
文
上
達
部
於
関
白
御
宿
所

口
被
食
、
御
前
作
文
未
了
、
古
昔
不
然
、
臨
暁
事
詑
、
未
聞

一
日
二
夜
作
文
、

。

。

(
道

長

)

。

。

。

。

。

。

・

。

。

。

。

。

・

故
入
道
前
大
相
府
作
文
如
此
。
彼
時
世
以
為
奇
、
酉
終
時
許
纏
季
従
内
退
出

云
、
唯
今
事
了
、
有
御
制
、
関
白
相
府
、
大
納

言
斉
信
、
頼
信
、

長
家
、
中

納
言
纒
通
、
定
頼
参
入
。
関
白
、
長
家
卿
等
非
属
文
人
、
只
請
作
云
.
、

(以
下

略
)

(小
右

記
)

実
資

の
呆
れ

て
記
す
如
く
、
か

つ
て
の
道
長
主
宰

の
作
文

同
様

一
日
二
夜

に
わ

た

っ
た
後

一
条
帝

の
作
文

の
様
子

で
あ
る
が
、

こ
こ
に
も
六
十

四
歳

の
斉
信

が

や
は
り
出
席
し

て
い
る
。
詩
文

に

つ
き
せ
ぬ
興
趣
を
感

じ

つ
つ
、
長
老
と

し
て

の
務
を
果
し

て
い
た
も

の
で
あ
ろ
う
○

さ

て
、
話
は
道
長
時
代

ま

で
も
ど
る
が
、
斉
信

ら
の
変

る
こ
と
な
き
恪
勤
ぶ

り
は
、

道
長

に
と

つ
て
は
至
極
満
足
な
も

の
で
あ

っ
た

に
ち
が

い
な

い
。
長
和

二
年

(
㎜
)
正
月
十

六
日
、
東

三
条
第

が
焼
亡

し
た
が
、
火
を
逃
れ

た
中
宮
好

子
の
居
所

と
し
て
、
吉
方

に
当

る
よ
し

み
で
当
時
春
宮
大
夫

で
あ

っ
た
斉
信

の

邸
宅

が
定

ま
り
、
早
速
遷
御

の
労
を
と

っ
た
時
、

い
た
く
感
動
し
た
道
長

は
次

の
よ
う
に
記
し
と
ど
め
た

(忽
〉

春

(宮
)
大
夫
年
来
間
語
人
也
。
今

日
勿
退
家
所
奉

(志
)
、
非

可
云
、
為
慶
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無
極
、
年
来
芳
心
有
此

時

(御
堂

関
白
記

)

と
。
議
が
定
ま
る
と
直
ぐ
さ
ま
郁

芳
門
第

を
空
け

て
、
娚

子
滞
在

の
た
め

に
提

供
し

て
く
れ
た
好
意

に
心
か
ら
感

謝
し
、
斉
信

と
は

「間

語
人
」

と
し
て
年
来

親
密
な
関
係

に
あ
る

こ
と
を
表

明
し
た
の

で
あ
る
。

三

長
和
二
年
正
月

十
六
日
条

道
長

へ
の
執
心

は
な
お
私
的

な
女

の
結
婚

に
も
及

ん
で
い
る
。

(
18
)

治
安

元
年

(
㎜
)

三
月
十
九

日
に
長
家

の
室
だ

っ
た
行
成
女

が
没
し

て
半
年

後

の
こ
と

で
あ

っ
た
が
、
斉
信

は
女
を
長
家
室

に
と
望

ん
だ

の
で
あ

る
。
『
小
右

記
』

に
詳

し
く
記
さ
れ
て
い
る
の
で
引

い
て
み
よ
う
。

宰
相

云
、
来

月
九

日
中
宮
大
夫

斉
信
女
着
裳

[

]

行
婚
礼
右
近
中
将

長
家

云

々
、
而
彼
中
将

一
切

口

、
去

四
月
妻
亡
、

一
周
忌
間
可
無
他
志
、
而
不

知
彼
指
意
、
偏
所
経
営
云

々
、
入
道
禅
室
呼
中
将
宣
事
由
、
涕
泣
無
言
、
価

禅
室

日
、
至
今
不
可
示
左
右
、
可
任
彼
心
者
、
是
権
大
納
言
行
成

一
昨
日
所

密
談
也
、

若
有
相

(違
)
為
長
秋
大
恥
耳
、
長
秋
中

宮

□

企
云

々
、
其
営
過
差
尤
甚
云

々
、
世
以
不
許

[

]

(小
右
記

)

欠
字
部
分
が
や
や
気

に
な
る
が
、
資
平

の
情
報

で
斉
信
女

の
裳
着

に

つ
け

て

長
家
と

の
婚
礼

の
由
、
妻
を
失

っ
た
非
嘆

の
長
家

の
心
も
知

ら
ず
斉
信
方

の

一

方
的
な
は
か
ら

い
で
進

め
ら
れ

て
い
る
様

子
と
の

こ
と
。

又
道
長

の
仲
介

に
も

か
か
わ
ら
ず
応
じ
よ
う
と
し
な
い
長
家

の
様
子

が
亡
室

の
父
行
成

か
ら
も
齎

ら

さ
れ

(
さ
す
が
に
実
資

は
行

成
の
密

か
に
談

じ
た
と

こ
ろ
を

旧
因
縁

の
者

の
言

と
し

て
然

る

べ
く
問

い
正
し

て
は
い
る
が
)、

一
方
的

で
企

み
の
多

い
斉
信

の

行
動

と
し

て
批
判
的

に
見

ら
れ
て
い
る
様
子

で
あ

る
。

こ
れ

に

つ
け

て
も
事
情

旧
因
縁
也
、
即
間
中
使
、
答
日
、

周
忌
間
可
不
有
他
心
者
、

議
骸
結

は
異

な
る
が
、
か

つ
て
三
条
朝

に
入

っ
て
間
も
な
く

の
寛
弘
八
年

(㎜
)
七
月

二
十
六

日
条

に
、
実
資

の
斉
信

・
俊
賢
を
評
し

て

「
近

日
上
下

(云
)
、
斉
信
、

俊
賢
両

(人
)
於
左
相
府
宿
所
、
毎

日
畿
言
尊
卑
…
…
…
貧
欲
謀
略
其

聞
共
ハ高

之
人
也
」
と
決
あ

つ
け
た

こ
と

の
あ

っ
た

の
を
思

い
起
さ
せ
る
。

さ

て
右

の
如
く
伝
え
ら
れ
た
長
家

で
あ

っ
た
が
、
二
日
後

に
は
斉
信
女

に
書

信
を
遣
し

て
お
り
、
斉
信
家

の
喜
び
を
表
し
た
文
使

い
へ
の
歓

待
ぶ
り
が
又
批

判

の
的
と
な

っ
て
い
る

(小
右
記
十
月
二
十

八
日
条
)
。
斉
信
女

の
裳
着

及
び
婚

儀
は
予
定
通
り
運
ば
れ
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。
『
栄
花
物
語
』
巻
第
十
六

「
も
と

の
し
つ
く
」

に
は

(略
)

こ
の
大

い
ど

の
ゝ
三
位

の
中
将

一
人

お
は
す
れ
ば
、

そ
れ

に
や
と
お

ぼ
し
立
ち

て
婿
ど
り
き

こ
へ
給

ふ
。
年
頃

は
何
事

を
か
は
、

た
ゞ
こ
の
御

か

し
づ
き
よ
り
ほ
か
の
事

な
く
お
ぼ
し
た
れ
ば
、
後
漢
書

の
御
屏
風

や
文
選
、

文
集
な
ど

の
屏
風

を
を
し
立

て
、
御
帳
、
御
き

丁
よ
り
始

め
て
、

よ
う
つ

の

御
具
ど
も
輝

く
ば
か
り
し
集

あ
給

け
れ
ば
、
げ

に
内

・
東
宮

に
参

り
給

は
ん

に
堪

へ
て
見
え
た
り
。

さ

て
婿

ど
り
奉

り
給

ふ
。
女
房
も
と

よ
り

い
と
多
か

る
殿
な
れ
ば
、
心

こ
と
に
選
ら
せ
て
廿
人
、
童

四
人
、
下
仕
同
じ
数
な
り
。

さ
ば
か
り
物
好

み
、
昔

よ
り
物
華

や
か
な

る
辺

り
に
て
、

い
み
じ
く
尽
し
給

へ
り
。
男
君
十
八

に
や
な
り
給

ひ
ぬ
ら
ん
。
女
君
今
少
し
ま

さ
り
給

へ
る
な

る

べ
し
。
御
容
貌
有
様

と

ゝ
の
ほ
り
果

て
ゝ
、

い
み
じ
う
あ

て
や
か

に
う

つ

く
し
う
な
ま
め
き
給

へ
り
。
御
髪
丈

に
多
く
余
り
給

へ
り
。
た

ゞ
人

に
見
え

給

は
ん
事
惜
し
げ

に
な

ん
。
手

い
と

よ
く
書
き
給

ひ
、
絵
な
ど
も

い
と
を
か

し

う
書
き
給

ふ
。
男
君

い
と
か

ひ
あ

る
様

に
お
ぼ
し

て
、
出

で
入
り
通

ひ
給

ふ
。

と
記

さ
れ
、
詩
文

に
堪
能
な
斉
信

の
面
目
躍
如
た
る
唐

風
趣

味
よ
ろ
し
く
、
後

漢
書
、
文
選
、
白

氏
文
集

に
因
む
屏
風
お
し
立

て
て
の
輝

く
ば
か
り
の
し

つ
ら
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い
で
あ

っ
た

こ
と
を
伝

え

て
い
る
。
前

の
省
略
部
分

に
、
帝

に
は
中
宮
威
子
が
、

東
宮

に
は
督

の
殿
嬉

子
が
候

う
の
を
揮

っ
て
長
家
を
選

ん
だ
旨
述

べ
て
い
る

の

は
、
大
納
言
斉
信

と
し
て
の
分
別
を
見
せ

た
と

こ
ろ
で
あ
ろ
う
が
、
な
お
道
長

の
姻
戚

と
な

り
強

い
絆

で
結
ば
れ
る

こ
と

に
よ

っ
て
、
安
泰
と
発
展
と
を
期

そ

う
と

い
う
根
づ
よ

い
野
心

の
程
も
窺
う

こ
と
が

で
き
る

の
で
あ
る
。

と

こ
ろ
で
、
婚
礼

は
滞
り
な
く
す
ん
だ

の
で
あ

っ
た
が
、
臨
時
祭
近

く
な

っ

て

一
つ
の
事
実
が
発
覚
し
た
。
そ
れ
は
斉

信
家

に
頓
死
者

の
あ

っ
た
こ
と
を
秘

し

て
婚
礼

の
行
れ
た

こ
と

で
あ

っ
た
。

そ
の
た
め

で
あ

っ
た
か

ど
う
か
、

二
十

一
日
の
豊
明
節
会

に
は
大
歌

所
別
当

の
斉
信

は
障

り
を
申

し
て
、
参
上
し

て
い

な

い
。
ま
た
臨
時

の
祭

の
使

に
当

っ
て
い
た
葺
中
納
言
も

二
十
五

日
に
は
火
事

に
よ
る
機

を
称

し

て
使

を
辞

し
、
婚
礼

の
夜
知

ら
ず
し

て
訪
れ
た
舞
人
少
将
纏

輔
ら
に
も
鰯
稼

が
及
ん
だ
の
で
あ

っ
た

(小
右
記
、
治
安
元
年
十

一
月
二
十
三

日
、

二
十

五
日
条
)
。

花

や
か

に
行
れ
た
婚

礼

の
裏

に
、

斉
信

が
鰯
機
を
隠

し

た
た
め

に
、
新

嘗

祭

・
臨
時
祭
等
神
事

の
重
な

る
時
節

の
こ
と
と

て
、
稼

遍
満

と

い
う
当
代

と
し

て
は
甚
だ
迷
惑
な

一
件

の
あ

っ
た

こ
と
も
付
加
し

て
お
き
た
い
.

斉
信

は
女
婿
と
な

っ
た
長
家
を

い

つ
く
し
ん
だ
。
そ

の
あ
ま
り

に
ま
た
批
判

の
対
象
と
な

る
行
動
も
ま
ま
ま
じ

っ
た

の
で
あ
る
。

一
例

を
あ
げ

て
み
よ
う
。

長
家
が
斉
信
女

の
婿
と
な

っ
て
二
年

後

の
治
安
三
年

(
320
)
の
こ
と
で
あ
る
。

中
納
言
長
家
は
五
節

の
節
会

の
小
忌
上
卿

で
あ

っ
た
。
節
会
当

日
、

こ
の
日
は

雨
儀

で
行
わ
れ
た
が
、
大
歌
所

別
当

の
斉
信

が
参
上
し
な

い
。

そ
の
理
由

は
次

の
如
く

で

大
歌
別
当

大
納
言
斉
信
在

五
節
所

不
参
上
、

依
為
大
歌
別
当
、
為
尋

問
案
内

退
下

(中
略
)
右

大
弁
定
頼
起
自
小
忌
座
来

云
、
中
宮
大
夫
蕩
遅

参
、

価
不
参
上

退
出
由

可
申
者
。
此
事
太
奇
怪
也
。
在
五
節
所
預
盃
酒
直
以
退
出
、

臓
薩

為
労
智
事
参
入
欺
、
就
中
為
大
歌

別
当
、

可
勤
其
事
、
仮
令
錐
遅
参
奏
事
由

可
参
上
也
。
事
似
任
意
也
。

(小
右
記

治
安
三
年
十

一
月
十
四

日
条
)

遅
参
を
理
由

に
、
長
家

の
い
る
五
節
所

へ
は
参
上
し
な
が
ら
、
大
歌
所
別
当
と

し
て
の
本
務
を
遂
行

せ
ず
、
そ
の
ま
ま
退
出
し
た

の
で
あ
る
。
「
為
労
聾
事
参
入

欺
、
就
中
為
大
歌
別
当
、
可
勤
其
事
云
.
」
と

の
内
辮

実
資

の
批
判
は
皮
肉

を
交

え
な
が
ら
も
当
を
得

た
も

の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
翌
万
寿
元
年
十
月
、
禅
閤
道
長
は
摂
州
有
馬

に
湯
治

に
趣

い
た
。

こ
の

時
斉
信

は
風
病
療
治
を
称
し

て
こ
れ
に
従

わ
ん
と
し
た
が
、

こ
の
旨
を
耳

に
し

た
実
資

の
痛
烈
な
批
判
が
、

一
そ
う
人
間
像

へ
の
興
味
深

さ
を
感

じ
さ
せ
る
の

で
あ
る
。

明
日
禅

閤
被
向
摂

州
之
有
馬
温
泉

云
々
、
大
納
言
斉
信
、
頼
宗
、
中
納
言
長

家
追
従

云
々
、
斉
信
卿
為
治
風
病

云
々
、
若
実
為
療
病
可
向
湯
泉
者
不
可
被

引
衆
、
吾
独

可
其
治

歎
、
身
為
上
膓
、
齢
及
耳
順
、
左
右
思
慮
追

従
甚
切
欺

(小
右
記
万
寿
元
年
十
月
廿
四
日
条
)

す

で
に
上
萬

の
身
と
な

り
、
し
か
も
齢
六
十
を
過
ぎ

て
な
お
道
長

へ
の
追

従
に

余
念

の
な

い
斉
信

の
性

格
を

よ
く
表
し

た

一
件

で
あ
る
が
、
結
局
智

の
長
家

共
ハ々

道
長

に
従

っ
た
の
で
あ

っ
た
。

そ
の
年
十

二
月

に
は
坊
官
賞
追
次
を
長
家

に
譲
り
、
長

家
は
正

二
位

に
昇

っ

た

(

)
。
様

々
な
批
判
を
受
け
な
が
ら
も
女

の
長
家

と
の
結
婚

の
望

が
叶

っ
て
以
来
、
斉
信

に
と

っ
て
は
満
ち
足
り
た
日
々
で
あ

っ
た
か

と
思

う
。

し
か
し
、
さ
さ
や
か
な
幸

福
は
長
く
は
続

か
な
か

っ
た
。

万
寿

二
年

に
は
赤
班

瘡
が
猛
威
を

ふ
る

つ
た
か
ら

で
あ
る
。
中
宮
威

子

・
尚
侍
嬉
子

ら
も
病

み
、
道

長
は
嬉
子
を
失

っ
て
悲

嘆

に
く
れ
た
。
長
家
室

も
ま
た
不
例

に
な
や

ん
だ
。
そ

の
病
状

は
次

の
如

く

で
、

又
云
、
新
中
納
言
妻
大
納
言
斉
信
女
為
二
故
左
衛
門
督
霊

一連

日
被
二
取
入

一不

公
卿
補
任

小
右
記
廿

一
日
条
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賞
、
就
中
煩
赤
瘡
、
価
不
レ能

二
加
持

一云
々
、

(小
右
記

)

か

つ
て
権
中
納

言
へ
の
昇
進

の
時
、
弟
斉
信

に
越
任

さ
れ
た
こ
と
を
恨

ん
で
七

日
に
し

て
死
し
た
、

女

に
と

っ
て
は
伯

父
に
あ
た
る
誠
信

の
霊

の
た
め

に
取

り

人
ら
れ

て
、
不
覚
だ
と

い
う

の
で
あ
る
。

女
は
遂

に
懐

妊
七

介
月

に
し
て
早
産

し
産
児

は
死
亡
、
斉
信
夫
妻

の
悲
嘆

は

た
と
え
よ
う
も
な
か

っ
た
。

去
夜

新
中
納
言
長
家
妻
大
藝
、斉
妻
平
産
背
云
.而
児
亡
、
母
不
覚
、
為
邪
気
取
入
、

産
婦

母
忍
為

尼
、
其
後
産
婦
僅
蘇
生
、
猶
不
可
凋
、
父
母
悲
鍵
諸
。
侍
従
経

任
従
大
納
言
許
来

云
、
去
夜
丑
時
産
、
不
幾
児
死
、
即
産
婦
女
已
立
種

々
大

(侍
医
,)

願
、

父
大
納

言
誓

云
、

一
生
間
不
食
魚
鳥
、
亦
母
為
尼

(略
)
医
侍
忠
明
宿

祢

(
云
)
、
医
療
無
術
、
可
祈
申
仏
神
者

(小
右
記

八
月
二
十
八
日
条
)

母

は
尼

と
な

り
、
斉
信

は

一
生

の
間
魚
鳥
を
食

べ
な

い
と

の
大
願
を
立

て
た

に
も
か

か
わ
ら
ず
侍
医
も
匙
を
投
げ
、
凋

み
が
た

い
状
態
と

い
う
。
ま
た
、
加

持
を
約

し
て
い
た
平
登
阿
闇
梨

は
危
急

の
さ
ま
を
見

て
仮
病
を
使

っ
て
逃
げ
さ

り
、
心
誉

・
念
覚

の
加
持

に
も
全
く
験
な
く
、
斉
信
は
誠
信

の
邪
気

に
対
処

し

て
か
大
納
言
を
辞
す

る
状
を
作
り
、
か

の
時
兄
が

「
道
長
、

斉
信
に
我

は
は
ま

(19
)

れ

ぬ
る
ぞ
」
と
恨
み
死
ん
だ
因
果
を
強
く
意
識

し

て
か
、
先

ず
道
長

に
そ
の
旨

を
伝
え
た
と

い
う

(小
右
記
八
月
二
十
九
日
条

)
。
父
母

の
祈

り
も
空

し
く
遂

に

そ

の
日
長
家
室
は
没
し
た
。
父

の
斉

信
は
か

つ
て
の
兄
と

の
確
執

の
報

い
の
お

そ
ろ
し
さ

に
戦
く
と
共
ハに
、

又
若
き
日
、
花
山
院
女
御

だ

っ
た
妹

低
子

が
や
は

(20
)

り
七
介
月

の
懐
妊

の
ま
ま
卒

し
た
日
の

こ
と
を
思

い
や

っ
た
こ
と
で
あ

ろ
う
。

(21
)

そ
し

て
祇
子
追
善

の
た
め
に
為
光

に
よ

っ
て
建
立

さ
れ

た
法
住
寺

に
お

い
て
十

月
十

六
日
、
七
七

日
の
法
事

を
営

ん
だ

の
で
あ

っ
た
が
、

そ
の
日
の
斉
信

の
様

子
を容

顔
寒
痩
不
可
敢
言
。
如
今
不
可
交
衆
、
衆
人
側
目
歎
、
無
力
殊
甚
、

可
難

万
寿
二
年
八
月

廿
七
日
条

行
歩
歎

(
小
右
記

十

月
二
十

二
日
条
)

と
息
男
経
任
が
実
資

に
語

っ
て
い
る

の
は
、
掌
中

の
珠
を
失

っ
た
そ
の
悲
嘆

の

深
さ
を
物
語

る
も

の
で
あ
ろ
う
。
な
お
長
家

室

の
病
中
か
ら
逝
去

・
葬
送

・
法

事

に
至

る
斉
信

・
長
家
ら

の
悲
し
み

の
物
語
は

『栄
花
物

語
』

「
こ
ろ
も
の
た

ま
」

に
詳
し
く
語
ら
れ

て
い
る
。

こ
こ
で
道
長
息
長
家
と

の
婚
姻

に
夢
を
か
け
た
の
は
斉
信

の
み
で
は
な
か

っ

た

こ
と

に
余
談
な
が
ら
ふ
れ

て
お
き
た

い
。

数
年
前
娘

の
死

に
よ

っ
て
斉
信

女

の
聲

と
し

て
長
家

に
去

ら
れ
た
行
成

は
、

な
お
飽
き
足
り
ぬ
未

練
を
抱

い
て
い
た
も

の
で
あ
ろ
う
。
斉
信
女

の
死

に
よ
り

再
び
わ
が
女
を
長
家

に
と
望
ん
だ
の

で
あ

っ
た

(小
右
記

)
。

長
家

は
道
長

の
そ

の
取
次

に
も

「
忽
不
思
立
」

と
の
理
由

で
退

け
た
が
、
道
長

は
行

成

に
対
し

て
実

資
女

と

の
婚

姻
を
已
に
許
諾

の
旨
答

え
た
と
い
う

(同
、
十
六

日
条
)
。
そ

の
よ

う
な
次

第

で
権
大
納
言
行

成

の
懇
切
極

み
な
い
願

い
も
承
引

せ
ら
れ
ず

(
同
十
八

日
条
)
、
廿

日
に
は
好
気
嫌

で
来
訪
を
待

つ
御
堂

に
実
資

が

(常

,
)

(少
)

参
上

し
、
珍

し
く
日
記

に
は
言
葉
少
な

に

「
対
面

喜
談
如
事
、
已
契
約
、
小
時

退
帰
」
と
記
す

の
み
で
、
要
を
得
な

い
が
、
「已
契
約
」
に
意
味
す
る
と

こ
ろ
が

あ
る
の

で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
廿

二
日
に
は
道
長
が
懇
切

に
実
資
女
を
長
家

に

勤

め
た
旨

で
あ

り
三
十

日
、
十

二
月
三

日
条

(
い
つ
れ
も
小
右
記
)

に
も
縷

々

関
連
記
事

が
綴

ら
れ

て
い
る
。
し
か
し
斉
信
女
を
忘
れ
が
た

い
長
家

の

遠
者
明
後
年
春
、
若
可
過
周
忌
程
、
此
事
猶
染
心
肝
、
干
今
不
忘

(同
、
十
二
月

十
五
日
条

)

と

の
意
志

で
二
年

の
歳
月
が
過
ぎ
、
万
寿
四
年

正
月
十

日
、

婚
礼

の
吉

日
を
来

月
廿
三

日
と
決
め
準
備

に
か
か

っ
た
が
、

翌
日
に
は
又
長
家

の
意
向

で
更

に
延

引
す
る

こ
と
と
な

っ
た

の
で
あ
る
。
実
資

は

「
太
為
奇
」
「愚
案
若
有
延
廻
永

以

可
止
、

是
多

旧
縁
之
謀
計

也
、
種

々
内
外
祈
祷
連

々
不
断

云
々
、
左
右
有
恐
取

万
寿
二
年

十

一
月
三
日
条
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諸
身
無
益
」

と
、
行
成

や
斉
信
を
指
す

の
で
あ

ろ
う
か
、
旧
縁
之
謀
計

に
よ

る

も

の
と
の
疑

い
を
さ
し

は
さ
み
、

こ
れ
以
上
引
き
ず

る
べ
き

で
な

い
こ
と

に
考

え
至

っ
て
い
る

(同
、

)
。
ま
た
道
長
は
業
を
に
や
し

て
長
家

を
叱
責

勘
当

(同
、
正
月
十
二

日
条
)
す
る
結
果
と
な

っ
て
、

実
資

女
千
古

と
長
家

と

の
結
婚
は
成
立
し
な
か

っ
た

の
で
あ
る
。

実
資

は

「下
官
従

レ始
非
レ
所

レ欲
、

依
二
禅
室
命

一所
二
思
企

}、
亦
是
宿
縁
、
不
レ
可
二経
営

」

(同
、
正
月
十

二
日
条
)

と
、
冷
静

に
記
し
と
ど
め
諦
観

し

て
い
る
が
、

そ
の
間
千
古

の
為

に
あ

ら
ゆ
る

加
持
祈
祷

を
行
い
、
長
家

に
か
か
わ
る
情
報
を
細
大
も

ら
さ
ず
書
き
綴

っ
て
い

る

の
は
や
は
り
道
長

の
意
向

に
希
望

を
托

し
て
い
た
印

で
あ

ろ
う
。
結
局
後
年

の
長
元
二
年

(
920
)
十

一
月

に
至

り
頼
宗
男
兼
頼
と
千
古

は
結
ば
れ
た
が
、
十

一
月

二
十
六

日
の
吉

日
を
選
び

「
月
致
」

に

つ
い
て
、
道
長
嫁
姿

の
日
と
比
較

し

て
幸

い
を
願

っ
て
い
る
姿

は
ほ
ほ
笑
ま
し

い
。

後

日
尋
見
月

致
例
、

永
延

元
年
十

二
月
十

六

日
金
平
甲

辰
大
歳
対
月
致

云
.

噌

左
京
大
夫
道
長
通
左
府
女

(倫
子
)
、
件
嫁
嬰

日
已
月
致
、
不
可
忌
避
欺
、

大
幸
開
従
彼
家
、
今
年
十

一
月
廿
六

日
庚
申
大
歳
前
天
恩
月
敦

勝
自

彼

日
欺

(
小
右

記
、

)

長

々
と
横
路

に
外
れ
た

が
、
入
道

の
身
と
は

い
え
昔
日

の
権
政

の
名
残
な
お

衰

え
な

い
道
長
家

に
、
あ

や
か

る
縁
を
め
ぐ

っ
て
の
心

の
闇
は
、
な
お
ひ
と
り

斉
信

の
み
で
は
無
か

っ
た
現
実
を
示
し
た
か

っ
た

の
で
あ
る
。

四

万
寿
四
年
正
月

十

一
日
条

嫁
姿
・
納

婦
吉

長
元
二
年
九
月

廿
日
条

斉
信

に
は

一
つ
の
夢
が
あ

っ
た
。
そ
れ
は
、
政
争

に
敗

れ
た
と
は
い
え
右
大

臣
、
太
政
大
臣
に
ま

で
昇

っ
た
為
光

の
子
息

と
し

て
、

や
は
り
大
臣

の
位

へ
の

執
着
願
望

で
あ

っ
た
。

寛
仁
三
年

(㎜
)
六
月
、

顕
光

の
左
大
臣

を
辞
す

る
に
当

り
圧
大
臣

問
題

が

様
々
と

り
沙

汰

さ
れ

た
。
右
大

臣
公
季

が
太
政
大
臣

を
望

む
祈
り
を

し
た
と

か
、
実
資
を
列
す

べ
し
と

の
衆
人

の
意
向
が
あ

る

(

)
と
か
。

一
の
大

納
言
道
綱

が
切
望

し
て
、
道
長

に

「
一
家

兄
也
、
此
度
若
不
任
丞
相
何
恥
勝
之
、

一
二
介
月
可
借
給
」
(同
、
六
月
十
五

日
条
)
と
懇
願
し
た
と
か
ー
。
実
資
が
長

徳
三
年

に
道
長

の
計
ら

い
の
た
め

に
不
当

に
道
綱

に
大
納
言
を
越
任
さ
れ

て
苦

い
思

い
を
し
た
時
、
"僅
書
名

字
、
不
知

一
二
者
也
"
と
極
言

し
た

こ
と
は
有
名

で
あ

る
が
、
ま
た

「
余
所
思
者
第

一
大
納
言
年
労
太
多

、
所

陳
可
然
、
但

一
文

不
通
之
人
未
任
丞
相
之
故
、
世
以
不
許
」
(同
、
六
月
十

五
日
条
)
、
「大
納
言
労

廿
余
年
、
依
是
非
器
也
」
(同
、
六
月
十

九
日
条
)
と
道
綱

を
評
し
た
時

の
こ
と

で
あ
る
。

こ
の
時

「
斉
信
懇
望
す
」

と

の
噂
が
立

ち
、
実
資

を
し
て

又
云
、
斉
信
卿
懇
望
云
々
、
驚
奇
無
極
、
今

遇
狼
籍
之
代
、
濫
成
非
道
之
望

歎

(同
、
六
月
十
九

日
条
)

と
驚
嘆
さ
せ
た

の
は
、
斉
信

が
い
ま
だ
権
大
納
言

の
分
際
だ

っ
た
か
ら
で
あ

ろ

(22
〉

う
。
し
か
し

こ
れ
は
単
な
る
風
説

に
す
ぎ

な
か

っ
た
の
で
あ

る
が
、
若
き

日
か

(
23
)

ら
分
を
弁
え
な
い
行

き
す

ぎ
た
行
動
も
な

く
は
な
か

っ
た
様
子

で
あ

り
、

こ
う

し
た
噂
を
ま

こ
と
し
や
か
に
立

て
ら
れ

て
も
不
思
議

で
な

い
よ
う
な
性
格
面

の

あ

っ
た

こ
と
に
由
来

す
る
噂

だ

っ
た
の
か
も
知
れ
な

い
。

斉
信

は
翌
寛
仁

四
年

(
㎜
)
ト

一
月

二
十
九

日
大
納
言

に
進
ん
だ

(公
卿
補

任
)
。

彼

に
と

っ
て
目
前

に
迫

っ
た
大
臣

へ
の
夢

は
や
は
り
拭

い
切

れ
な

い
願

望

で
あ

っ
た
ら
し
い
。

三
年
後

の
治
安
三
年
九
月
、
夢
想
を
得

て
息
僧
永
慶

に

祈

り
を

さ
せ
て
い
る
と
い
う
噂

が
立

っ
た
。
す
な
わ
ち
左

の
如
く

で
、

サ
覚
師
云
、
従
去
七
月
朔
限
百
介

日
、
中
宮
大
夫
斉
信
、
以
息
僧
永
慶
於
安

禅

(寺
)
令
行
如
意
論
法
、
是
望
丞
相
之
祈
也
、
彼
大
納
言
送
永
慶
書
云
夢

(告
ヵ)
(今
,)

想
吉
、
只
令
無
欠
、
祈
祷
多
怖
、
当
職
人

々
可
致
用
意
、
就
中
薄
運
之
人
弥

小
右
記

六
月
十
日
条
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可
恐
懐
、
但

不
善
之
人
謂
天
道
何

(小
右
記
、
治
安
三
年

(㎜
)
九
月
十
七

日
条

)

丞
相
を
望

ん
で
の
百
介

日
の
祈
り
と

い
う

こ
と

で
あ

っ
た
が
、
ま
た

一
介
月
余

り
後

の
閏
九
月

二
十
九

日
に
至
り
公
任
か
ら
、
そ
れ
が
事
実

ら
し
い
と
次

の
よ

う

に
実
資

に
告
げ
ら
れ
た

の
で
あ

る
。

(公
任
)

按

察

告

云
、

斉

信

卿

百

介

日

祈

已

是

実

事
、

於

安

禅

寺

行

之
、

雄
嚇
灘
鉱
領
麓
光
)
望
大
臣
終
七
介

日
行
護
摩
、
来
月
朔
日
結
願
、
令
内
府
祈
、
僧
到

安
禅
寺
修
善
、
壇
辺
有
書

、
取
見
有
斉

信
卿
自
筆
願
書
、
件
僧
私
立
別
願
書

(小
右
記
、
閏
九
月
廿
九

日
条
)

父

の
為
光
が
や
は
り
大
臣

を
望

ん

で
建
立

し
た
と

い
う
安
禅
寺

で
、
内
大
臣

に
任

ぜ
ら
れ
ん

こ
と
を
望

ん

で
の
祈

り
で
あ

っ
た
ら
し

い
。
然
し
、
当
職
内
大

臣
は
教

通

(
二
十
八
歳
)

で
あ
り
、
無
論
欠
員

の
あ

ろ
う

は
ず
も
な
く
、
六
年

が
経
過

し
た
。

長

元
二
年

(
02
)
九
月
十

日
過
か
ら
関
白
頼
通

は
不
例

で
あ

っ
た
。
危
急

の

状
態
を
漸

く
脱
し

た
が
、
恐
ら
く

そ
う
し
た
事
態
と

の
関
わ
り
を
も

っ
て
で
あ

ろ
う
、

ま

た
次

の
よ

う
な
噂
が
立

っ
た

の

で
あ

る
。
今

度
は
実
資

に
も
か

か

わ

っ
て
の
こ
と

で
あ

っ
た
。

中
納
言
云
、

一
昨
夜
関
白
俄
不
覚
被

悩
、
已
万
死

一
生

、
時
剋
相
変
之
後
漸

(頼
宗
)

。
。
。
。
。
。
。

以
蘇
生
、
昨

日
頗
宜
、
今

日
被

発
煩
、
春
宮
大
夫
密
談
、
亦
有
斉
信
卿
望

丞

。
。
。

(公
季
)

(実
資
〉

相
之
事
、
(中
略
)
太

政
大
臣
辞

退
其

職
、
以
息
実
成
欲
申
大
納
言
云

々
、
下

官
有
望
太

政
大

臣
之
気

云
々
、
能
信
卿
密
語
中
納
言
、
答
云
、
所
不
聞
也

(小
右

記

長

元
二
年

(
㎝
)
九
月
十
四

日
条
)

真
偽

の
程

は
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
多

い
が
、
狭

い
公
卿
社
会

に
密
か

に
類
推
を

呼

び
な
が
ら
語

り

つ
が
れ

て
ゆ
く
か
な

り
不
確
か
な
情
報

の
横
行
す
る

こ
と
も

多
か

っ
た
様
子
。
し
か
し
、
斉
信

に
は

一
の
大
納
言
と
し

て
こ
の
夢
を
家

系
の

名

誉

に
か
け

て
も
実

現
し

た
い
と

い
う
尽

き

せ
ぬ
願

望

が
あ

っ
た

の
で
あ

ろ

う
。

そ
れ
が
息
僧
を

し
て
祈

ら
し
め

る
こ
と
と

は
な
り
、
又
し
ば
し
ば
噂
を
呼

ぶ
結

果
と
は
な

っ
た
も

の
で
あ

ろ
う
が
、
長
元
八
年

に
没
す
る
ま

で
遂

に
そ

の

機
会
を
得

る
こ
と
な
く
、
見
果

て
ぬ
夢

に
終

っ
た

の
で
あ
る
。

五

『
古
事
談
』
や

『
十
訓
抄
』

に
次

の
逸
話

が
あ
る
。
今
、
成
立

の
早

い

『
古

事
談
』

に
よ
れ
ば

「
斉
信
代
公
任
取
御
神
楽
拍
子
無

一
失
事

」

後

一
条
院
御
時
、

清

暑
堂

御
神
楽
、

公
任
卿
可
レ
取
二
拍
子

一
一一
テ
ア
リ
ケ
ル

ニ
、
臨
レ
時
斉
信
卿

ノ
上

二
被
レ
坐

タ
リ
ケ

ル
ニ
、
笏

ヲ
サ
シ
テ
遣

テ
、
気
色

許
譲
由

ヲ
セ
ラ
レ
ケ

ル
ニ
、

ヤ
ガ
テ
笏

ヲ
ト
リ
テ
、
被
レ
取

拍

子
啄
.
○
公
任

ア

ヘ
ナ
ク
思

テ
、
始
終
聞
レ
之
、
無
二
一
失

一ケ

レ
バ
事
畢
後
、
イ

ッ
ヨ
リ
此
事

ハ
御
沙

汰
候

哉

ト
問

ケ

レ
バ
、
是

マ
デ

ハ
公

事

ナ

レ
バ
習

テ
候

也

ト
被
レ

答
云
.

(古
事
談

一
-

一
四
)

と

あ
り
、

こ
れ
は
管
絃
者

で
な

い
斉
信
が
十
分
な
嗜
み
を
備
え

て
い
た

こ
と
に

対
す

る
賞
讃

で
あ

ろ
う
が
、
又
公
事

に
対
す
る
心
得

の
周
到
さ

へ
の
賞
讃

と
み

る
こ
と
も
出
来
よ
う
か
。
十
分
意
を
尽
し
周
到

に
事

を
は
か
る
と
い
う
点

で
は

他

に
も

『
続
古
事
談
』
五

に
、
頼
隆
を
明
経

准
得
業

生
に
推

す
に
当

っ
て
、
頼

隆

の
諸
道

に
通
ず
る

こ
と
を
そ

の
叔

父

で
あ
る
善
澄

に
た
だ
し
て
万
全
を
期
し

て
推
挙
し
た
話
が
あ
る
が
、
そ

の
中

に
質

問
の
理
由

を
尋

ね
た
と

こ
ろ
斉
信

は

「
頼
隆

モ
シ
将
来

二
国
器

ア
ラ
ズ

ハ
斉
信
不
実

ノ
物

ヲ
吹
嘘

ス
ル
セ
メ
ヲ
カ

ウ

ブ

ル
ベ

シ
」
と
答

え
た
と
記

さ
れ

て
い
る
。
政
治

の
実
務
上

に
於

て
も
優
れ
た

存
在

で
あ

っ
た
の
は
こ
う
し
た
面
を
備
え

て
い
た
か
ら

で
も
あ

ろ
う
。
ま
た
同
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時

に
詩

文
面

に
も
、
構
成

の
緊
密

さ
、
典
拠

の
使

い
方
、
警
喩
等

に
十
分
心
を

(24
〉

用
い
た
技

巧
の
勝

っ
た
理
知
的
な
詩
を
作

り
、
特

に

『
本
朝
麗
藻
』

の
特

色
た

る
社
交
的
儀
礼
的
表
現

に
周
到

さ
を
十
分
み
せ

て
い
る
が
、

こ
う
し
た
面
も
ま

た
斉
信

の
性
格
、
技
彌

の

一
面
を
物
語
る
も

の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、

日
常

に
於

て
は
、
熟
考
し

て
作

る
詩
文

や
研
い
た
技
芸

に
於

け
る

が
如
く
用
意
周
到
な
面
ば
か
り
が
目
立

つ
わ
け

で
は
な
い
。

ど
ち
ら
か
と

い
う

と
や
や
嘉
落
な
性
格
、
無
頓
着
、
不
用
意
と
い

っ
た
と

こ
ろ
か
ら
く

る
も

の
で

あ
ろ
う
か
、
特

に
中

年
以
降
～
晩
年

に
か
け
て
は
非
礼
、
失
誤

が
目
立
ち
、
故

実

に
厳
し

い
実
資

の
批
判

の
的
と
な

っ
て
い
る
。
尤

も
儀
式

に
於
け

る
失
誤

は

誰
し
も
多
く
、
無
過
失

は
至
難

の
業

で
あ

っ
た
よ
う
で
あ

る
。
従

っ
て
先
程

の

拍
子

と
る

こ
と

に
も
、
過
失

が

一
つ
も

無
か

っ
た
点

で
賞
讃

を
得

た
の

で
あ

る
。
そ
れ

で
は
実
資

の
批
判

を
少

し
あ
げ

て
み
よ
う
。

長
元
四
年

(
㎜
)

に
は
二
月

に
行
れ

た
除
目

で
失
儀
が
あ
り
、
難
ぜ
ら
れ

て

い
る
。
即
ち
次

の
如

く
で
あ
る
。

後

聞
、
諸
卿
着
議
所
、
大
納
言
斉
信
留
途
中
、
隠
立
恭
礼
門
内
不
参
上
、
為

不
執
菖
文
云
.、
着
議
所
不
参
上
之
例
、
未
知
前
跡
、
不
着
議
所
、
諸
卿
参
上

了
、
其
後
凋
身
参
上
、
是
恒
例
也
、
不
知
固
実
歎

(小
右
記
長
元
四
年
二
月
十
五
日
条
)

又
翌
五
年
十

一
月
廿
五

日
の
豊
明

で
の
五
節
拝

の
退
下

の
道
を
間
違
え
た
時

に
は
、

「上
達
部
上
官
驚
奇
無
極
」
と
、
ま
た

「
斉
信
卿
素
失
礼
者
也
」
「
失
礼

無
算
人
也
」

と
記

さ
れ
失
儀

の
常
習

の
者
と
し

て
批
判
さ
れ

て
い
る
。
さ

て
、

翌

二
十
六

日
に
は
宇
佐
使
発
遣

の
上
卿
を

つ
と
め
た
が
、

こ
こ
で
大
き
な
失
敗

が
あ

っ
た
。
大
内
記
孝
親

の

一
存

で
、
過
去
二
年

の
例

に
習

っ
て
、
宇

佐
宮

の

み
の
宣
命
を
作

り
、
香
椎
宮

の
宣
命
を
作
ら
な
か

っ
た

の
で
あ
る
。
結
論
的

に

は
追
遣
し

た
の
で
あ

っ
た
が
、
宣
命
は

「
両
社

に
要
る
」、

「
い
や
事
無

き
時

に

は
宇
佐
宮

の
み
」
、
の
問
題

で
半
月

に
亘
り
論
議

が
続

い
た
。
斉
信

の

一
寸

し
た

不
注
意

か
ら
周
到
に
し
ら

べ
ず
に
孝
親

の
言
を
信
頼
し

て
、

「宇
佐

一
通

の
み
」

(
25
)

を
固
執

し

て
の
失
敗

で
あ

っ
た
。

こ
の
時
も
実
資
を
し

て

「
上
卿
、
内
記
共
ハ如

暗
夜
、
嵯
哉
」
(
小
右
記

十
二
月
二
日
条
)
と
嘆
か
れ
、
人

々
か
ら
嘲
瞬
さ
れ
た
。
こ
の
論
争

で
斉
信

は
実
資

に
対
し

て
怨

み
を
も

っ
た
由

で
あ

る
が
折
か
ら
九
条
第

の
火
事

で
法
住
寺

が
類
焼
し
た

の
で
実
資

は

民
部
卿
有
葱

々
之
由
云

々
、
實
歎
、
内

々
云
、
加
久
天
毛

ア
リ

ナ
ム
ヲ
被
申

之
人
乃
無
止
礼

ハ
ナ
リ
ト
ソ
云
ケ

ル
、
下
官
非
諺
、
戸
部
為
思
神
事

違
例
也
、

今
夜
法
住
寺
焼
亡
、
若
有
事
故
歎
、
可
恐
々

々

(
小
右
記
、
長

元
五
年
十

二
月

八
日
条
)

と
記
し

て
い
る
。
上
卿
と
し

て
は
そ

の
責

任
を
免
れ
得

な
い
大

き
な
非

で
あ

っ

た
。も

う

一
つ
失
儀

に
関
連

す
る
が
、
行

成
と

の
間
柄

に
か
か
わ

る

一
件
が
あ

る
。
例

に
よ

っ
て
こ
れ
も

『
小
右
記
』

に
見
え
る
事
件

で
あ
る
。

或
云
、
去

月
十
六

日
節
会

日
乍
置

三
位

中
将
師
房

大
納
言

斉
信
卿
構

警
鐸

事
、
権
大
納
言
行

成
卿
注

其
失
錯
於
扇
置
臥
内
、
而
子
少
将
行
経
取
佳

扇
参

(無

ヵ
)

内
、
隆
国
相
替
自
扇
見
之
、
記
斉
卿
失
礼
事
、
及
披
露
、
斉
信
卿
怨
恨
口
極

云
々
、
行
成
卿
云
為
記
暦
先
注
扇
、
為
不
忘
彼
日
事
、
而
行
纏
取
之
参
内
、

後
聞
此
由
、
極
不
便
事
云.、
本
自
不
宜
之
中
也
、
若
作
不
知
顔
令
及
多
聞
歎
、

斉
信
卿
所
陳
尤
可
然
、
唯
至
失
錯
可
無
所
避
歎

(小
右
記
、
万
寿
二
年

(㎜
)
二
月
九
日
条
)

こ
の
話
は

『古
事
談
』
第

一
に
も
殆
ん
ど
小
右
記
の
記
事
の
ま
ま
で
伝
え
ら

(26
)

れ

て
い
る
が
、
去

る

一
月
十
六

日
の
踏
歌

の
日
の
、
三
位

の
中
将

の
居

る
こ
と

を
忘
却

し

て
の
失
敗

で
あ

っ
た
。
も
と

よ
り

よ
ろ
し
か
ら

ぬ
仲
、
行
成

の
た
く

ら
む
と

こ
ろ
な
ら
ん
と
実
資

は
推

し
は
か
り
、
斉
信

に
同
情
的
だ
が
、
女

の
結
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婚

を
め
ぐ

っ
て
の
思

い
や
性
格

の
相
違
-
信
愚
度

に
は
疑
問

が
な

い
で
も
な

い

が

『撰
集
抄
』

の
伝

え
る
花

の
雫

に
し
と
ど
に
濡

れ
て

「
さ
く

ら
が

り
雨

は
ふ

り
来

ぬ
お
な
じ
く
は
濡

る
と
も
花

の
陰

に
く

ら
さ
ん
」
と
詠

ん
だ

(
に
擬

せ
ら

れ
る
)
実
方

を
見

て
、
斉
信

は
共
感

し
た
の
で
あ

ろ
う
、
後

日
帝

に

「
か
か

る

お
も
し
ろ
き
こ
と
の
侍

り
し
」
と
申

し
上
げ

た
に
対

し
、
行
成

は

「
歌

は
お
も

し
ろ
し
、
実
方

は
痴

な
り
」

と
云

っ
た
と
い
う
説
話

の
伝

え
る
心
を
汲
め
ば
、

性
格

や
感

じ
方

に
相
違

の
あ
る
こ
と
を
示
し

て
い
る
よ
う

に
思
う
ー
な
ど

で
、

確
執

が
無

か

っ
た
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
ろ
う
。

「』
1、

 

最
後

に
、
私
的
な
問
題
面

か
ら
実
資
と
斉
信

に

つ
い
て
見

て
お
き
た

い
。

万
寿

二
年

(
5201
)
八
月

の
こ
と

で
あ

る
。
五
十
九
歳

の
斉
信

は
鴨
枝
が
落
ち

て
右
方

の
頬
を
負
傷

し
、
道
長
が

二
度
も
見
舞

っ
た
こ
と
が
あ

っ
た
。
そ

の
日

の

『小
右
記
』
を

み
よ
う
。

大
膳
大
夫
敦
頼
云
、
昨

日
則
光
於
法
興
院

云
、
中

宮
大
夫

鵬
信
昨
日
謂
　昨
鴨
枝

落
、

打
切
右
方
頬
禅
閣
両
度
被
訪
、

先
年
余
慮
外
有
面
疵
、

彼
時
盛
悦
由

云
々
、
又
致
祈
祷

獺
贈
日
為
直
心
人
成
不
善
祈
不

宜
歎
、
天
自
答
歎

(小
右
記
万
寿
二
年
八
月
十
四
日
条
)

実
資
が
以
前

に
顯
倒
し

て
長
押

で
頬
を

一
寸
余
り
負
傷
し
、
多
量

の
出
血
を

見

た
の
は
、
丁
度
二
年
前

の
治
安
三
年

(㎜
)
九
月
三
日

の
こ
と

で
あ

っ
た
。

顔
面

の
傷
を
歎

い
て
そ
の
療
治

に
専
心
し
、
遂

に
夢
想
を
得

て
慮
外

の
効
を

得

る
ま
で
の
顯
末
を
、
実

に
涙
ぐ
ま
し

い
程

に
書
き
綴

っ
て
い
る
の
は
、
そ

の

苦
悩

の
大
き
か

っ
た

こ
と
を
物
語

っ
て
い
る

の
で
あ
ろ
う
。
そ

の
苦

し
み

の
間

に
、
斉
信
が
悦
ん

で
、
お
ま
け

に
よ
か
ら
ぬ
祈
祷
ま

で
し
た
と

い
う
の

で
あ
り
、

執
念
ぶ
か
く
恨
み

に
思

っ
て
い
る
様
子
が
う
か
が
え
る
。

前
述

の
大
臣

へ
の
尽

き
ざ

る
夢
を
持

っ
て
い
た

こ
と
を
記
し
た
条

で
見
た
如

く
、
確

か
に
時

を
同

じ

く
し

て
七
月
以
来
斉
信
は
百
全
日

の
祈

り
を
し

て
い
た
様

子

で
あ

っ
た
。

そ
し

て
閏
九
月

二
十
九

日
に
至

っ
て
、
そ
れ
が
事

実
ら
し
い

こ
と
、
終

の
七

日
間

は

護
摩
を
行
う

こ
と
、
来
月

一
日
が
結
願

で
、

内
府

に
任

ぜ
ら
れ
ん
こ
と
を
欲

し

て
の
祈
り
ら
し

い
と

の
公
任
か
ら

の
情
報

が
齎
ら
さ
れ
、
小
右

記
に
書

き
留

め

ら
れ

て
い
た
が
、
斉
信

の
祈
り

の
他

の
目
的

の
こ
と
に

つ
い

て
は
記

さ
れ

て
は

い
な
か

っ
た
。
し
か
し
憶
測
な
が
ら
同
年
九
月
二
日
の
条

に

法
住
寺
警

来
談
云
・
寒

蟄
更

王
藩
之
事
関
白
聞
給
、
多
棄

譜
、
存

致
奇
気
者
、

(小
右
記
)

と
あ

っ
て
、
「或
大
納
言
」
と

は
や

は
り
斉
信
を
暗
示
し

て
い
る
。
こ
の
年

は
公

任
、
行
成
、
頼
宗
、
能
信
は
権
大
納
言

で
、

大
納

百
は
斉
信

一
人

で
あ

っ
た
か

ら

で
あ
る
。
「
人
王
祷
」
自
体
は
実

資

に
か
か
わ
ら
な
い
か
も
知

れ
な
い
が
何

か

(
28
)

含
み
が
あ
る

の
か
も
知
れ
な

い
。
時

々
使

わ
れ

て
い
る
表
現

な
が
ら

「為
二
直
心

人

一成
二
不
レ
善
祈

一不
レ
宜
歎
。
天
自
答

歎
」
と
記
さ
れ
た
点

に
注
目

さ
れ
る
の
で

あ
る
。
道
長
派

の
人
間
と
し

て
の
筆
頭

を
か
ざ
る
斉
信

に
対
す

る
厳

し
い
批
判

の
目
は

一
貫
し

て
変

っ
て
は
い
な
い
。
尤

も
斉
信

に
然

る
べ
き
原
因

の
あ

る
こ

と
が
多
か

っ
た

こ
と
も
否
定
出
来

な
い
が
。
相
容

れ
な
い
敵
対

に
近

い
相
対

の

思

い
の
あ

っ
た

こ
と
は
否
め
な
い
で
あ

ろ
う
。

感

情

の
ま
ま
に
誇
大
表
現

す
る
小
右
記

の
書

き
癖

で
、
斉
信

は
い

つ
も

ひ
ど

く
批
判

さ
れ
た

が
、
右

府
実
資

と
し

て
は
冷
静

な
判

断
を
失

う

こ
と
も
又
な

か

っ
た
よ
う

で
あ
る
。

た
と
え
ば
長
元

三
年

(
㎜
)
九
月
末

の
こ
と
、
十
月
三

日

に
陣

の
定

を
ひ
か
え

て
い
た
が
斉
信

(六
十

四
才
)
が
、
折
か
ら
韮
を
服
し

て
香

が
失

せ
ず
、
参
入

し
が
た
い
こ
と
を
申
越

し
て
来
た
時
、
実
資

は
次

の
よ

う
に
日
記
に
記

し
た
。
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弁
伝

民
部
卿
消
息

云
、
日
来
服
韮
、
余
香
猶
遺
、
来
月
三

日
可
難
参
入
者
賦
、

彼

日
可
定
申
国

々
申
請
事
、
侃
内

々
所
催
、
至
今
待
彼
韮
香
散
之
程
、
戸
部

猶
可
備
倉
儀
之
人
也

(九
月
三
十
日
条
)

腹
立
た
し

い
こ
と
や
嘆
か
わ
し

い
こ
と
も
多
く
様
々
確
執

は
あ

っ
て
も
、

な
お

政
務

の
相
手
段
と
し

て
欠
く

べ
か
ざ
る
存
在

で
あ
る
こ
と
を
正
当

に
評
価

し
認

め

て
も

い
た

の
で
あ
る
。

以
上

ま
こ
と

に
煩
雑

な
が
ら
斉
信

に
視
点
を
当

て
て
、
狭

い
貴
族
社
会

に
ひ

し
め
く
赤
裸

々
な
公
私

の
生
活

の

一
断
面
を
垣
間
見

て
き
た
。

乏
し

い
資
料

の
関
係

で
、
道
長

に
極
め

て
近
く
恪
勤
し
た
斉
信
像
を
、
道
長

か
ら

一
歩
退

い
て
三
者
的

に
眺
め
批
判
的

で
あ

っ
た
実
資
が
、
五
官
を
通
し

て

得
た
情
報
を
書
き
綴

っ
た

『小

右
記
』

の
中

に
、
主
と
し

て
資
料

を
求

め
た
た

め
、
実
資
を
規
準
と
し

て
お

の
ず
か
ら
見
る
形
と
も
な

っ
た
が
、

そ
れ
だ

け
に

反

っ
て
、
い
わ
ば

ひ
た
す

ら
に
執
着
心
強

く
栄
誉
欲
あ

り
、
多
才

で
芸
術
家
肌

な
感
が
あ
る
も
の

の
用
意

周
到
、
着
実
、
実
務

に
も
堪
能
な
面

が
評
価

さ
れ
る

が
、
老
年
期

に
及
ん
で
は
、
無
頓
着

さ

・
非
礼
が
目
立
ち
総
じ

て
我

の
強

い
複

雑

な
人
と
な

り
が
比
較
的
率
直

に
あ
ば
き
出

さ
れ
た
感
が
強

い
。

貴
族
社
会

の
政
治
裡

に
も
ま
れ
な
が
ら
生
き
た
斉
信
像

の
断
面
と
し

て
理
解

し

た
い
。

長
元
八
年

(
03
)
三
月
二
十
三
日
、

一
条
朝

の
名
残

の
ほ
と
ん
ど
最
後
を
飾

る

に
等
し

い
存
在

で
あ

っ
た
斉
信

は
、
病

に
苦

し
む
こ
と
な
く
、
忽
然

と
し
て

六
十
九
歳

の
生
涯
を
閉
じ
た
。
『左
経
記
』

に

可
憐
可
歎

。
何
事
若
之
乎
。
当
時
賢
才
右
府
戸
部

歎
。
而
府
及
衰
暮
。
戸
部

当
此
災
。
如
向
暗
夜
之
比
也

と
述

べ
、

そ
の
死
を
悼

ん
で
い
る
の
は
、
な
お
実
資
と
並
び
賢
才
を
う
た
わ
れ

る
、
当
代

の
動
か
ぬ
客
観
的
評
価

で
も
あ

っ
た

の
で
あ

ろ
う
。

注
(1
)
「語
文
研
究
」
第
四
十
四

・
四
十
五
合
併
号

(昭
和
五
十
三
年
六
月
)
。
拙
著

『
一
条

朝
文
壇
の
研
究
』
(昭
和
六
十
二
年
九
月

桜
楓
社
)
所
収
。

(
2
)
『白
氏
文
集
』
十
七

「盧
山
草
堂
夜
雨
独
宿
云
,」
の
詩
句

「蘭
省
時
錦
帳
下
。
盧
山

雨
夜
草
庵
中
」

(3
)
『公
任
集
』
「
い
か
な
る
を
り
に
か

草
の
い
ほ
り
を
た
れ
か
た
つ
ね
む

と
の
た

ま
ひ
け
れ
ば
蔵
人
た
か
た
ゞ

こ
ゝ
の
へ
の
花
の
都
を
お
き
な
が
ら
」
。
白
詩

「盧
山

草
堂
」
を
ふ
ま
え
て
の
公
任
の
問
い
か
け
に

「蘭
省
花
時
錦
帳
下
」
を
和
歌
に
替
え
応

え
た

「た
か
た
だ
」
と
の
短
連
歌
。
萩
谷
朴

『枕
草
子
解
環
』
口
第
七
七
段
、
問
題
点

六

「草
の
盧
を
た
れ
か
た
つ
ね
む
」
に
詳
し
い
論
が
あ
る
。
拙
著

(注
1
)
所
収

「藤

原
挙
直
考
」
参
照
。

(4
)
『本
朝
文
粋
』
巻
十
四
、
「為

二謙
徳
公
}修

報

愚
善
一願
文

菅
三
品

彼
金
谷
酔
レ

花
之
地
、
花
毎
レ春
匂
而
主
不
レ
帰
。
南
楼
翫
レ
月
之
人
、
月
与
レ秋
期
而
身
何
去
」。
『
和

漢
朗
詠
集
』
巻
下
に
入
る
。

(
5
)
去
る
三
月

つ
ご
も
り
の
朝
、
退
出
せ
ん
と
し
た
斉
信
が
朗
詠
集

「
七
夕
」
の

「露
は

ま
さ
に
別
の
涙
な
る
べ
し
」
を
請
じ
た
時
、
「
い
そ
ぎ
た
る
七
夕
か
な
」
と
清
女
に
か

ら
か
わ
れ
て
只
惜
し
い
思
い
を
し
た
こ
と
を
い
ち
は
や
く
思
い
起
し
、

間
髪
を
入
れ

ず
応
え
た
物
覚
の
よ
い
斉
信
へ
の
感
興
で
あ
る
。
「人
間
の
四
月
」
は

『自
氏
文
集
』

十
六

「大
林
寺
桃
花
」
の

「人
間
四
月
芳
菲
尽
山
寺
卍桃
花
輸
齢
断
助
長
慷
瀞
胤
無
ゴ
貯

処
「、
不
レ
知
転
入
二此
中
一来
」
に
よ
り
答
え
た
も
の
。

(6
)
『和
漢
朗
詠
集
』
酒

「
公
乗
億
送
二友
人
=帰
二
大
梁
う賦
」
新
豊
酒
色

清
冷
鵬
鵡
盃

之
中

長
楽
歌
声

幽
咽
於
鳳
鳳
管
之
裏
。

(
7
)
今
井
源
衛
編

『源
氏

物
語
と
そ
の
周
縁
』
(和
泉
書
院
)
所
収

。
現
在
校

正
中
。

(8
)
『
口
遊
』
自
序
の
最
後
に

「干
時
天
禄
元
年
冬
十
二
月
廿
七
日

僕
夫
源
為
憲
序
」

と
あ
る
。
家
人
で
あ

っ
た
こ
と
を
示
す
。
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(9
)
『拾
遺
集
』
二
七

一
番
詞
書

に
従
え
ば
元
服
時

(天
延

二
年

(
胴
)
か
)
、
十

一
歳

こ

ろ
と
な
る
が
、
順
集

の
詞
書

に
従
え
ば
、
父
為
光

の
宰
相
中
将
時
代
、
つ
ま
り
天
禄
元

年

(079
)
十
二
月
三
十
日
任
参
議

(左
中
将
)
～
天
延
元
年

(兜
)
正
月

二
十
八

日
任

権
中
納
言
に
至
る
間
で
、
誠
信
七
歳
～
十
歳

に
な

っ
た
正
月
ま

で
の
間
と
な

る
。

(10
)

「私
家
集
大
成
中
古

I
』
所
収

「順
集
」

H
に
よ
れ
ば
二
七
三

・
二
七

四
番

な
ど
。

(11
)
『
本
朝
文
粋
』
九

「春
日
於
右
監
門
藤
将
軍
亭
、
饅
能
州
源
刺
史
赴
任
、
勧
酔
惜
別

慶
保
胤
」

・
『
新
撰
朗
詠
集
』
下

・
雑

・
饅
別

「饒
源
能
州
赴
任

菅
輔
昭
」。

(12
)
注

(1
)

に
同

(13
)
f
歳

で

『文

選
』

「三
都
賦
序
」
を
暗
諦

し
帝

の
感
嘆
を
え

た

(九
条

殿
記
天
暦
二

年
八
月
十
九

日
条
)
又
翌
天
暦
三
年

「花
鳥
送
春
」
の
詩
を
召
さ
れ
た
時
、
詩

に
そ
え

て
和
歌
を

も
奉

っ
た

(家
集
)
こ
と
。
天
暦
七
年
十
五
歳
の
時
叔

父
重
明
親

王
が
そ
の

手
跡

の
す
ば
ら
し

さ
に
感
嘆
し

て
懐
中

に
し

て
去

っ
た
。

公
卿
た
ち
は
そ
の
聰
明
さ

を

「甚
以
希
有
」
と

ほ
め
た

こ
と
な
ど

(九
条
殿
記
)
が
見
え
る
。

(
14
)
『
江
談
抄
』

五

「斉
信
常
庶
幾
帥
殿
公
任
。
歎
中
務
宮
事
」。

(
15
)
貞

元
二
年
七
月
九

日
従

五
上

(父
卿
宮
大
夫
賞
譲
之
)

・
天
元
四
年
十
二
月
四
日
、

正
五
下

(父
卿
造
宮
行
事
賞
譲
之
)

・
寛
和

二
年
七
月

二
十

二
日
正

四
下

(父
卿

譲
)

〈公
卿
補
任

に
よ
る
〉。

(
16
)
第
十

「才
能
芸
事

ヲ
庶
幾

ス
可
キ

ノ
事
」
に

「抑

そ
も
人

は
た
と

ひ
和
歌
管
絃
す
ぐ

れ
た
り
共
、

才
幹

の
愚
か
に
風
月

の
か
け
ぬ
れ
ば
猶

し
あ
な
づ
ら

は
し
く
か

ろ
が

う

し
く
覚
ゆ
」

云
々
と
し
て
学
才

の
必
要
不
可
欠

で
あ

る
こ
と

に
言
及
し

て
い
る
。

(17
)
後
藤

昭
雄

『
平
安
朝
漢
文

学
論
考
』
所
収

「
]
条
朝
詩
壇

と

『本
朝
麗
藻
』
」。
今
浜

通
隆

「
『本
朝
麗
藻
』
全
注
釈
㈹
」

(「
並
木
の
里
」

二
十

三
号
)

(18
)
権
大
納
言
如
今
暁
亡
、
年
来
病
者
之
中
、
為
長
宗
室

(小
右
記
)
。
『栄
花
物
語
』
巻

第
十
六

「も
と

の
し
つ
く
」

に
詳
し

い
。

(
19
)
『
大
鏡
』
第

三
巻

「太

政
大
臣
為
光
」

の
項
。

(
20
)
『恥
右
記
』
寛
和
元
年
七
月
十
八

日
条

「
午
時
弘
徴

殿
女
御
卒

五,
糠
轍
臨
嬬
為
此

女

御

懐

仁

七

介

月

云
,
」

・

『
栄

花
物

語

』

「
み

は

て
ぬ
夢

」
。

(21
)

永
延
二
年
三
月
二
十
六
日
、

女

御
祇
子
の
没
後

三
年
目

に
為
光

の
発
願

に
よ
り
建

立
供
養
さ
れ
た
。
『扶

桑
略
記
』
同

日
条

・

『大
鏡
』
第

三
巻

「太
政
大
臣
為
光

二
参

照
。

(
22
)
実

は
斉
信

は
実
資
を
推
し

て
い
た

(小
右
記
、
寛
仁
三
年
六
月
二
十
日
条
)

(
23
)

一
例
と
し

て
、
宰
相
中
将
だ

っ
た
長
徳
三
年

(噺
)
相
撲
還
饗

を
催
し
た
時
、
興
に

の

っ
て
か
、
布
曳

や
相
撲

二
番
を
行

っ
た
た
め

に

「驚
奇
無
極
、
布
曳
等
事
大
将
還
饗

之
外
無
此
事
、
若

不
知
先

(跡
)
欺
、
将
軍

可
被
轡
事
也
」

(小
右
記
、
八
月
十

一
日

条
)
と
中
将

の
分
を
過
ぎ
た
営
み
に

つ
い

て
批
判
さ
れ
た
こ
と
な
ど
が
あ
る
。

(24
)
『
本
朝
麗
藻
』
所
収

「花
鳥
春
資
貯
」
題
、
斉
信

の
詩

に

つ
い
て
の
今
浜
通
隆
氏

の

注
釈

(「並
木

の
里
」
二
十
三
号
所
収

「『本
朝
麗
藻
』
全
注
釈
㈹
」
)
が
参
考
と
な
る
。

(25
)
『小
右
記
』
長
元
五
年
十

一
月
廿
六

日
～
十

二
月
八
日
参
照
。

(26
)
去

月

(
一
月
)
の
十
六

日
に
は
踏
歌

の
行

わ
れ
た
こ
と

は

『小
右
記
』
は

一
月

の
記

事

を
欠

く
が
、
『左
纒

記
』

の

「目
録
」
に
よ
り
明
ら
か
で
あ
る
。
大

日
本
古
記
録
本

『小
右

記
』
万
寿

二
年

二
月
九
日
条

「
去
月
十
六
日
節
会
」
に

つ
い
て
の
頭
注

に

「豊

明
節
会
」
と
す
る

の
は
誤
り
。
去
年
十

一
月

の
豊
明
節

会
は
十
六
日

で
は
な
く
、
二
十

日
で
あ

っ
た
。
『古
事
談
』
は

「後

一
条
御
時
踏
歌
節
会
出
御
之
時
」
と
書
き
出
し

て

い
て
正

し
い
。

(
27
)
こ
の
年

(万
寿

二
年
)
八
月

に
至

っ
て
斉
信
女

は
没
す
る

の
で
あ
る
が
、
十

一
月
に

は
行
成

が
早
速
再
び
わ
が
女
を
長
家
室

に
と
望
ん

で
い
る
か
ら
、

長
家
を
め
ぐ

っ
て

の
複
雑
な
思

い
な
ど
も
普
段
か
ら
絡
ん

で
い
た

の
で
は
な

い
か
と

の
推
量
で
あ
る
。

(28
)
『小
右
記
』
長
元
五
年
十

二
月
五

日
条

で
香
椎
宮

へ
の
宣
命

の
件

で
、
斉
信

が
実
資

を
恨
み

に
思

っ
て
い
る

こ
と
に

つ
い

て
、
「
…
尋
旧
規
所
被
行
也
、
不
知
戸
部
之
恨
、

定
有
紳
明
之
感
欺
」
と
も
あ
る
。
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